
 

 

 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ ２ 日 執 行 

浅口市長及び浅口市議会議員選挙 
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浅口市選挙管理委員会 



 

ま　え　が　き 

 

　選挙公営とは、国又は地方公共団体がその費用を負担して候補者の選

挙運動を行い、若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、又は候補者

の選挙運動の費用を負担する制度で、浅口市長及び浅口市議会議員選挙

においては、次のような選挙運動の公営が採用されます。 

①　ポスター掲示場の設置（法第144条の2第8項） 

②　公営施設使用の個人演説会（法第164条） 

③　投票記載所等における氏名等の掲示（法第175条第1項及び第2項） 

④　選挙運動用通常葉書の交付（法第142条第5項） 

⑤　選挙運動用自動車の使用（自動車条例） 

⑥　選挙運動用ポスターの作成（ポスター条例） 

⑦　選挙運動用ビラの作成（ビラ条例） 

この冊子は、今回の選挙において、候補者が自動車、ポスター及びビ

ラの公費負担を受けるための手続について説明するものです。 

この選挙において、候補者は、自動車条例、ポスター条例及びビ

ラ条例の規定により、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスタ

ーの作成及び選挙運動用ビラの作成に係る経費について、一定の条

件の範囲内で公費負担を受けることができますが、この公費負担を

受けるためにはいろいろな手続が定められています。　 

　この冊子に記載されている事項その他について疑問がある場合は、浅

口市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。 

 

 



　※この冊子では、法令等の用語について、次のように略称等を使用し

ておりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 （凡例等） 

法 ････････････ 公職選挙法（昭和25年法律第100号） 

自動車条例 ････ 浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用 

　　　　　　　　　  自動車の使用の公営に関する条例 
（平成20年浅口市条例第１号） 

ポスター条例･･･ 浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用 

　　　　　　　　　ポスターの作成の公営に関する条例 
　　　　　　　　　（平成20年浅口市条例第２号） 

ビラ条例･･･････ 浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用 

　　　　　　　　　ビラの作成の公営に関する条例 
　　　　　　　　　（令和３年浅口市条例第16号） 

自動車規程 ････ 浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用 

　　　　　　　　　　自動車の使用の公営に関する規程 
（平成20年浅口市選挙管理委員会告示第５号） 

ポスター規程･･･ 浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用 

　　　　　　　　　ポスターの作成の公営に関する規程 
（平成20年浅口市選挙管理委員会告示第６号） 

ビラ規程･･･････ 浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用 

　　　　　　　　　ビラの作成の公営に関する規程 
（令和３年浅口市選挙管理委員会告示第５号） 

市選管 ････････ 浅口市選挙管理委員会 

 

説明文中の各種様式の題名は、例えば「選挙運動用」という字句を省く

など平易な表現で記載しています。
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Ⅰ　選挙公営における注意事項 

選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスター及び選挙運動用ビラの作

成の公営を受けるには、それぞれ必要な手続がありますが、ここでは、特

にご注意いただきたい事項について説明します。 

 

１　候補者に係る供託物が没収されないこと。 

　　　候補者に係る供託物が没収される場合には、当該候補者は公費負担を

受けることができません。 

　　　供託物の没収は、候補者の得票数が法第93条に定める一定の数（以下

「供託物没収点」という。）に達しなかった場合や候補者が候補者たるこ

とを辞退した場合などに行われます。（選挙の結果が判明しないと公費負

担制度が適用されるかどうか分からないので、注意してください。） 

◆供託物没収点 

 

 

 

 

 

 

 

　　　 

２　必ず有償契約を締結し、市選管へ届け出なければなりません。 

公営の適用を受けようとする候補者は、公営の適用を受けようとする種

別ごとに、必ず業者等と有償契約を締結し、市選管へその契約書の写しを

添えて所定の届出書によりその旨を届け出なければなりません。 

無償で提供を受ける場合には、公営の対象とはなりませんので、ご注

意ください。 

 

３　公営には、一定の限度があります。 

公費負担については、種別ごとにそれぞれ条例で限度額が定められて

います。 

たとえ、契約上この限度額を超えた契約をしても、限度額の範囲内で

しか公費負担を受けることはできません。限度額を超えた部分について

は、候補者の自己負担となりますので、ご注意ください。 

また、反対に、契約が条例で定める限度額を下回る場合には、その下

回る額の範囲内で公費負担されることとなります。 

 

４　所定の手続が必要です。 

公費負担制度により、市は業者等からの請求に基づき、候補者が支払

うべき金額について一定の範囲内で当該業者等へ支払うこととされてい

ますが、この経費の支払いには所定の手続により交付される書類を添付

 【浅口市長選挙の場合】
 

供託物没収点 ＝ 有効投票の総数 ×
１

 １０
 【浅口市議会議員選挙の場合】
 

供託物没収点 ＝
有効投票の総数

×
１

 議員定数(１６) １０
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することが必要となりますので、必ず所定の手続をされますようお願い

します。 

なお、手続は、概ね次のとおりです。 

 

５　請求書等の提出 

（１）提 出 先　 

浅口市選挙管理委員会事務局（浅口市役所内） 

　　　　　〒719-0295　浅口市鴨方町六条院中3050 

　　　　　電話（0865）44-7000   

　（２）提出期限　 

契約届出書　　　　　　　　　　　　令和８年４月　５日（日） 

確認申請書（燃料、ポスター、ビラ）令和８年４月１７日（金） 

請求書等　　　　　　　　　　　　　令和８年４月２７日（月） 

※　提出期限を過ぎても公費負担は受けられますが、この場合、業者等

への支払が遅れることになりますので、できるだけ提出期限までにそ

れぞれの手続を終えられますようお願いします。 

 

６　公費負担の支払い 

　　　関係書類の提出後、内容を審査し、業者等への公費負担分の支払いの手

続を行います。なお、支払日は、書類提出の約１箇月後を予定しています。

  

種　　　　　別 提　出　先　等　 期　　日　　等

 

１

　各種契約届出書 

(ア) 立候補の届出前の契約 

(イ) 立候補の届出後の契約

候補者 → 市選管

 

(ア)立候補の届出後、直ちに 

(イ)契約後、直ちに

 
２　各種使用（作成）証明書 候補者 → 業者等 契約履行後、直ちに

 
３

　確認申請書 

(燃料、ポスター、ビラ)
候補者 → 市選管

契約届出後、確認を受け 

ようとするとき直ちに

 

４　確認書（燃料、ポスター、ビラ）

(1)市選管 → 候補者 確認後、直ちに

 
(2)候補者 → 業者等

市選管から交付を受けた後 

直ちに

 

５

請　求　書 

(添付書類) 

各種使用（作成）証明書 

確認書

業者等→市長 

　　　　(総務課)

候補者の供託物が没収さ 

れないことを確認後、速 

やかに
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Ⅱ　選挙運動用自動車の使用の公営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１　燃料供給者との有償契約によって燃料を使用する場合にのみ、他

の手続と比べて※印の手続が必要です。（図③④⑤） 

２　自動車、燃料及び運転手の各自動車使用証明書の一般乗用旅客自

動車運送事業者等への提出は(図⑥)、契約履行後、使用の実績に基

づいて提出してください。自動車使用証明書（燃料）には、「自動車

燃料代確認書」及び「給油伝票の写し」を添付してください。 

３　契約内容に変更が生じた場合は、直ちに市選管へ連絡してくださ

い。 

 

 

②　

契
約
届
出
書
（
契
約
書
の
写
し
を
添
付
）

③　

※
自
動
車
燃
料
代
確
認
申
請
書

④　

※
自
動
車
燃
料
代
確
認
書

⑧　

請
求
書　
　

自
動
車
燃
料
代
確
認
書 

自
動
車
使
用
証
明
書(

自
動
車) 

〃　

 

　

 

　

(

燃
料) 

〃　
　

 
 

　

(

運
転
手) 

を
添
付

⑩　

代
金
の
支
払

⑦供託物没収の 

有無の確認

一般乗用旅客自動車

運送事業者等 

・レンタカー等 

・ガソリンスタンド 

・運転手

 

 

候　　補　　者

①有償契約締結

⑤※自動車燃料代確認書

⑥自動車使用証明書(自動車) 
〃　　　(燃料) 
〃　　　(運転手）

 

市　　選　　管

 

市長(総務課)

⑨公費負担該当候補者の通知
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１　選挙運動用自動車の使用 

この選挙において、供託物を没収されなかった候補者が有償で選挙

運動用自動車を使用したときは、当該経費について一定の範囲で公費

負担を受けることができます。 

使用の方式には、タクシー又はハイヤーのように自動車、燃料及び

運転手を運送事業者から一括して借り入れる方式（いわゆるハイヤー

方式）と、運行に必要な自動車、燃料、運転手を個々にそれぞれ借り

入れ契約等を締結する２通りの方式があります。 

いずれの方式を採用するかは、候補者の選択によりますが、それぞ

れの方式により次表のとおり公費負担限度額が定められています。 

 

備考　・期間＝７日 

・無投票となった場合の限度額の取扱いは、後述の「２手続

の概要」各項目を参照してください。 

  

使　用　区　分

 

契 約 区 分 

 

公 費 負 担 限 度 額

  

①タクシー、ハイヤー等 

　を一括して借り入れる

場合（ハイヤー方式）

 

 

運　　　送 

 

１日当たり 64,500円 

 

（期間中　451,500円）

  

 

 

 

 

②自動車、燃料、運転手を

個々の契約により使用

する場合 

 

 

 

 

 

 

ア 

自動車借入れ 

 

 

１日当たり 16,100円 

 

（期間中  112,700円） 

  

イ 

燃 料 供 給 

 

期間中　　 53,900円 

  

ウ 

運転手雇用 

 

 

１日当たり 12,500円 

 

（期間中　 87,500円） 
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２　手続の概要 

 

（１）タクシー、ハイヤー等を一括して借り入れる場合（ハイヤー方式） 

ア　有償契約の相手方 

道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条第１号ハに規定する一

般乗用旅客自動車運送事業を経営する者（一般にタクシー会社とい

われるものです。）と有償契約を締結してください。 

イ　対象となる自動車の数 

１日１台です。選挙運動用自動車は、市選管で交付する表示板を

付けたもの１台しか使えません。 

仮に２台契約しており、同じ日に午前中と午後で使い分けた場合

には、候補者が指定するいずれか１台しか公費負担の対象とはなり

ません。 

なお、自動車は、いわゆる緑ナンバーの車両に限られます。 

ウ　限度額 

１日当たりの限度額は64,500円で、総額の限度額は、選挙運動期

間中に実際に使用した日数に64,500円を乗じて得た金額です。（無投

票となった場合は、その事由が生じた日までの日数の範囲です。告

示日において無投票となった場合は、１日分のみとなります。） 

例えば、１日66,000円で契約しても、１日については、64,500円

しか公費負担されず、差額の1,500円は候補者の負担となります。反

対に、１日40,000円で契約した場合には、契約額である40,000円が

公費負担の対象となります。 

エ　手続 

ハイヤー方式の場合の公営の手続は、次のとおりです。 

①　候補者と運送事業者とで有償契約を締結し、契約書（17頁参照）

を作成してください。 

②　候補者は、契約締結後直ちに（立候補前の契約の場合は、立候

補の届出が受理された後直ちに）その旨を市選管へ自動車の使用

の契約届出書（24頁参照）に契約書の写しを添えて届け出てくだ

さい。（自動車条例第３条、自動車規程第２条） 

③　候補者は、選挙運動用自動車を使用したときは、使用の実績に

基づき、自動車使用証明書(自動車)（25頁参照）を運送事業者に

提出してください。（自動車規程第５条） 

④　運送事業者は、契約の相手方である候補者の供託物が没収され

なかったことを確認後、市長(総務課)へ請求書（26頁参照）に請

求内訳書（27頁参照）及び候補者から交付された自動車使用証明

書(自動車)（25頁参照）を添えて所定の経費を請求してください。

（自動車条例第４条、自動車規程第６条） 
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⑤　市から運送事業者へ経費を支払います。 

 

（２）自動車、燃料、運転手を個々の契約により使用する場合 

 

ア　選挙運動用自動車の借入れ 

（ア）有償契約の相手方 

いわゆるレンタカー業者のほか、個人から借り入れることも差

し支えありませんが、候補者と生計を一にする親族については、

自動車の貸出を業として行う者以外の者からの借入れは、公費負

担の対象とはなりません。たとえば、候補者の配偶者が所有する

マイカーを借りるような場合が挙げられます。 

（イ）対象となる自動車の数 

１日１台です。選挙運動用自動車は、市選管で交付する表示板

を付けたもの１台しか使えません。 

仮に２台契約しており、同じ日に午前中と午後で使い分けた場

合には、候補者が指定するいずれか１台しか公費負担の対象とは

なりません。 

（ウ）限度額 

１日当たりの限度額は16,100円で、総額の限度額は、選挙運動

期間中に実際に使用した日数に16,100円を乗じて得た額です。（無

投票となった場合は、その事由が生じた日までの日数の範囲です。

告示日において無投票となった場合は、１日分のみとなります。） 

例えば、１日17,000円で契約締結しても、１日に16,100円しか

公費負担されず、差額の900円は候補者の負担となります。反対に、

１日10,000円で契約した場合は、契約額である10,000円が公費負

担の対象となります。 

（エ）手続 

①　候補者とレンタカー業者や個人とで有償契約を締結し、契約

書（18頁参照）を作成してください。 

②　候補者は、契約締結後直ちに（立候補前の契約の場合は、立

候補の届出が受理された後直ちに）その旨を市選管へ自動車の

使用の契約届出書（28頁参照）に契約書の写しを添えて届け出

てください｡（自動車条例第３条、自動車規程第２条） 

③　候補者は、選挙運動用自動車を使用したときは、使用の実績

に基づき、自動車使用証明書(自動車)（29頁参照）を業者等に

提出してください。（自動車規程第５条） 

④　業者等は、契約の相手方である候補者の供託物が没収されな

かったことを確認後、市長(総務課)へ請求書（30頁参照）に請

求内訳書（31頁参照）及び候補者から交付された自動車使用証
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明書(自動車)（29頁参照）を添えて所定の経費を請求してくだ

さい。（自動車条例第４条、自動車規程第６条） 

⑤　市から業者等へ経費を支払います。 

 

イ　燃料の供給を受ける場合 

（ア）有償契約の相手方 

ガソリン等の燃料供給業者と契約することとなるのが通常です

が、候補者と生計を一にする親族については、燃料供給を業とし

て行う者以外の者からの供給は、公費負担の対象とはなりません。

また、契約を締結した車両のみが対象となります。 

（イ）燃料契約の総量 

特に総量としての限度はありませんが、限度額が定められてい

ますので、この限度額を契約単価で除した数量しか公費負担の対

象とはなりません。契約単価の限度額はありません。 

（ウ）限度額 

１日当たりの限度額はありませんが、総額の限度額は7,700円に

立候補の届出があった日から選挙期日の前日までの日数を乗じて

得た金額（53,900円）の範囲内です。（無投票となった場合は、そ

の事由が生じた期間に7,700円を乗じて得た金額の範囲内です。告

示日において無投票となった場合は、7,700円までが公費負担とな

ります。） 

燃料の供給に関しては、供給を受けた燃料の代金のそれぞれを

合算した額が上記の額の範囲内であることについて市選管の確認

を受ける必要がありますので、ご注意ください。 

（エ）手続 

①　候補者と燃料供給業者とで有償契約を締結し、契約書（19頁

参照）を作成してください。 

②　候補者は、契約締結後直ちに（立候補前の契約の場合は、立

候補の届出が受理された後直ちに）その旨を市選管へ自動車の

使用の契約届出書（28頁参照）に契約書の写しを添えて届け出

てください。（自動車条例第３条、自動車規程第２条） 

③　候補者は、選挙運動用自動車に燃料の供給を受けたときは、

燃料供給業者から給油伝票（燃料の供給を受けた日付、燃料の

供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号、燃料供給量

及び燃料供給金額が記載された書面。35頁参照）を受領してく

ださい。（自動車規程第５条） 

④　候補者は、供給を受けた燃料の代金のそれぞれを合算した額

が公費負担の範囲内であることの確認を受けてください。（自動

車条例第４条、自動車規程第３条） 
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　確認は、市選管が行います。自動車燃料代確認申請書（32頁

参照）を市選管に提出してください。市選管で確認後、自動車

燃料代確認書（33頁参照）を交付しますので、この確認書を燃

料供給業者へ提出してください。（自動車規程第３条） 

⑤　候補者は、使用の実績に基づき、自動車使用証明書(燃料)（34

頁参照）を作成し、給油の際受領した給油伝票の写しを添えて、

燃料供給業者に提出してください。（自動車規程第５条） 

⑥　燃料供給業者は、契約の相手方である候補者の供託物が没収

されなかったことを確認後、市長(総務課)へ請求書（36頁参照）

に請求内訳書(37頁参照）、候補者から交付された自動車使用証

明書(燃料)(34頁参照）、給油伝票の写し(35頁参照）及び自動車

燃料代確認書(33頁参照）を添えて所定の経費を請求してくださ

い。（自動車条例第４条、自動車規程第６条） 

⑦　市から燃料供給業者へ経費を支払います。 

 

ウ　運転手を雇用する場合 

（ア）有償契約の相手方 

選挙運動用自動車の運転を依頼する個人と有償契約を締結して

ください。なお、候補者と生計を一にする親族については、運転

を業として行う者以外の者の雇用は、公費負担の対象とはなりま

せん。 

（イ）対象となる運転手の人員数 

１日に１人です。仮に２人と契約しており、同じ日に午前中と

午後で使い分けた場合には、候補者が指定するいずれか１人しか

公費負担の対象とはなりません。 

（ウ）限度額 

１日当たりの限度額は12,500円で、総額の限度額は、選挙運動

期間中に実際に使用した日数に12,500円を乗じて得た額です。（無

投票となった場合は、その事由が生じた日までの日数の範囲です。

告示日において無投票となった場合は、１日分のみとなります。） 

たとえば、１日15,000円で契約しても、１日12,500円しか公費

負担されず、差額の2,500円は候補者の負担となります。反対に、

１日10,000円で契約した場合は、契約額である10,000円が公費負

担の対象となります。 

（エ）手続 

①　候補者と運転手とで有償契約を締結し、契約書（20頁参照）

を作成してください。 

②　候補者は、契約締結後直ちに（立候補の届出前の契約の場合

は、立候補が受理された後直ちに）その旨を市選管へ自動車の
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使用の契約届出書（28頁参照）に契約書の写しを添えて届け出

てください。（自動車条例第３条、自動車規程第２条） 

③　候補者は、選挙運動用自動車を使用したときは、使用の実績

に基づき、自動車使用証明書(運転手)（38頁参照）を運転手に

提出してください。（自動車規程第５条） 

④　運転手は、契約の相手方である候補者の供託物が没収されな

かったことを確認後、市長(総務課)へ請求書（39頁参照）に請

求内訳書（40頁参照）及び候補者から交付された自動車使用証

明書(運転手)（38頁参照）を添えて所定の経費を請求してくだ

さい。（自動車条例第４条、自動車規程第６条） 

⑤　市から運転手へ、所得税を引いて経費を支払います。 
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Ⅲ　選挙運動用ポスターの作成の公営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１　ポスター作成証明書のポスター作成業者への提出（図⑥）は、契約履行

後、作成の実績に基づいて提出してください。 

　　　２　契約内容に変更が生じた場合は、直ちに市選管へ連絡してください。 
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１　選挙運動用ポスターの作成 

この選挙において、供託物を没収されなかった候補者が有償で選挙運

動用ポスターを作成したときは、当該作成費について一定の範囲で公費

負担を受けることができます。 

 

２  手続の概要 

（１）有償契約の相手方 

ポスターの作成を業とする者と有償契約を締結してください。 

この場合、写真撮影、ポスターのデザイン及び印刷をそれぞれ個別

に契約した場合は、印刷業者との契約のみが公費負担の対象となりま

すので、ご注意ください。 

（２）作成枚数の限度 

ポスター掲示場数を限度とします。 

契約上この数よりも多い枚数で契約してもポスター掲示場の数ま

でしか公費負担の対象となりません。 

作成枚数については、公費負担の対象となる枚数の範囲内であるこ

とについて市選管の確認を受ける必要がありますので、ご注意くださ

い。 

（３）作成単価の限度額 

【作成単価】 

※１円未満の端数切り上げ 

（４）公費負担の限度額 

　　　　【限度額】 

　　　　 1,220円 × 146枚 ＝ 178,120円 

実際に公費負担される額の算定に当たっては、実際の契約の作成単

価が上記(3)の算定式で得られた作成単価の限度額より低いときは契

約単価で、限度額より高いときは作成単価の限度額で算定されること

となります。 

また、作成枚数は、市選管で確認された枚数で算定されます。 

（５）手続 

①　候補者とポスター作成業者とで有償契約を締結し、契約書（21

頁参照）を作成してください。 

②　候補者は、契約締結後直ちに（立候補前の締結の場合は、立候補

の届出が受理された後直ちに）その旨を市選管へポスター作成契約

 

　　586円88銭×146ヵ所（掲示場数)＋92,345円
＝ 1,220円

 

 146ヵ所（掲示場数）
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届出書（41頁参照）に契約書の写しを添えて届け出てください。（ポ

スター条例第３条、ポスター規程第２条） 

③　候補者は、公営の適用を受けるポスターの枚数がポスター掲示場

の数の範囲内であることの確認を受けてください。（ポスター条例

第４条、ポスター規程第３条） 

確認は、市選管が行います。ポスター作成枚数確認申請書（42

頁参照）を市選管に提出してください。市選管で確認後、ポスター

作成枚数確認書（43頁参照）を交付しますので、この確認書をポス

ター作成業者に交付してください。（ポスター規程第３条、第４条） 

④　候補者は、選挙運動用ポスターを作成したときは、作成の実績に

基づき、ポスター作成証明書（44頁参照）をポスター作成業者に提

出してください。（ポスター規程第５条） 

⑤　ポスター作成業者は、契約の相手方である候補者の供託物が没収

されなかったことを確認後、市長(総務課)へ請求書（45頁参照）に

請求内訳書（46頁参照）、ポスター作成証明書（44頁参照）及びポ

スター作成枚数確認書（43頁参照）を添えて、所定の経費を請求し

てください。（ポスター条例第４条、ポスター規程第６条） 

⑥　市からポスター作成業者へ経費を支払います。 
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Ⅳ　選挙運動用ビラの作成の公営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１　ビラ作成証明書のビラ作成業者への提出（図⑥）は、契約履行後、作成

の実績に基づいて提出してください。 

　　　２　契約内容に変更が生じた場合は、直ちに市選管へ連絡してください。 
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１　選挙運動用ビラの作成 

この選挙において、供託物を没収されなかった候補者が有償で選挙運

動用ビラを作成したときは、当該作成費について一定の範囲で公費負担

を受けることができます。 

 

２  手続の概要 

（１）有償契約の相手方 

ビラの作成を業とする者と有償契約を締結してください。 

この場合、写真撮影、ビラのデザイン及び印刷をそれぞれ個別に契

約した場合は、印刷業者との契約のみが公費負担の対象となりますの

で、ご注意ください。 

（２）作成枚数の限度 

市長選挙16,000枚、市議会議員選挙4,000枚を限度とします。 

契約上この数よりも多い枚数で契約してもこの枚数までしか公費

負担の対象となりません。 

作成枚数については、公費負担の対象となる枚数の範囲内であるこ

とについて市選管の確認を受ける必要がありますので、ご注意くださ

い。 

（３）作成単価の限度額 

【作成単価】    8.38円 

（４）公費負担の限度額 

　　　　【限度額】 

市長選挙　　　 8.38円 × 16,000枚＝134,080円 

市議会議員選挙 8.38円 ×  4,000枚＝ 33,520円 

実際に公費負担される額の算定に当たっては、実際の契約の作成単

価が上記(3)の作成単価の限度額より低いときは契約単価で、限度額

より高いときは作成単価の限度額で算定されることとなります。 

また、作成枚数は、市選管で確認された枚数で算定されます。 

（５）手　続 

①　候補者とビラ作成業者とで有償契約を締結し、契約書（22頁参照）

を作成してください。 

②　候補者は、契約締結後直ちに（立候補前の締結の場合は、立候補

の届出が受理された後直ちに）その旨を市選管へビラ作成契約届出

書（47頁参照）に契約書の写しを添えて届け出てください。（ビラ

条例第３条、ビラ規程第２条） 

③　候補者は、公営の適用を受けるビラの枚数が作成枚数の限度の範

囲内であることの確認を受けてください。（ビラ条例第４条、ビラ

規程第３条） 

確認は、市選管が行います。ビラ作成枚数確認申請書（48頁参照）
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を市選管に提出してください。市選管で確認後、ビラ作成枚数確認

書（49頁参照）を交付しますので、この確認書をビラ作成業者に交

付してください。（ビラ規程第３条、第４条） 

④　候補者は、選挙運動用ビラを作成したときは、作成の実績に基づ

き、ビラ作成証明書（50頁参照）をビラ作成業者に提出してくださ

い。（ビラ規程第５条） 

⑤　ビラ作成業者は、契約の相手方である候補者の供託物が没収され

なかったことを確認後、市長(総務課)へ請求書（51頁参照）に請求

内訳書（52頁参照）、ビラ作成証明書（50頁参照）及びビラ作成枚

数確認書（49頁参照）を添えて、所定の経費を請求してください。

（ビラ条例第４条、ビラ規程第６条） 

⑥　市からビラ作成業者へ経費を支払います。 
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Ⅴ　各種契約書様式 

    （記　載　例） 

　　　　 

 

※　以下は浅口市長選挙における選挙公営の

各種契約書に関する記載例です。 

浅口市議会議員選挙については、各様式

の「浅口市長選挙」を「浅口市議会議員選

挙」に読み替えてご使用ください。 
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契　　　約　　　書 

（候補者名） 

　岡　山　太　郎　　　（以下「甲」という。）は、令和　８年　４月１２日執行予定の 

（選挙名） 

浅口市長　　　 　　　　選挙における公職選挙法第１４１条第１項の自動車の運送を 

（業者の名称） 

株式会社△△△△　代表取締役　備中三郎　　　　　（以下「乙」という。）に委託し、

この実施に関して次のとおり契約を締結する。　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

１　運送期間　　令和　８年　４月　５日から令和　８年　４月１１日まで 

 

２　契約金額　　４５１，５００　円（消費税額及び地方消費税の額を含む。） 

　　　　  　 （内訳　１日 64,500 円（消費税額及び地方消費税の額を含む。）×７日間） 

 

３　使用する自動車の台数、車種及び登録番号又は車両番号 

　　　台　　数　　１台 

　　　車　　種　　小型乗用自動車 

　　　登録番号　　倉敷５５５ あ ４３－２１ 

 

４　請求及び支払 

　　甲は、乙から３に定める自動車の提供を受けたときは、乙に対してその代金を支払うも

のとする。 

　　ただし、乙は、甲に係る供託物が公職選挙法第９３条の規定により浅口市に帰属するこ

ととならなかった場合は、２で定める契約金額のうち、浅口市の議会の議員及び長の選挙

における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例に定めるところにより、条例で定め

る金額については、浅口市長に対して請求するものとする。 

 

５　その他 

　　この契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、決定するものとする。 

 

　この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ１通を保有する。 

　　令和　８年　４月　１日 

甲　住所　浅口市○○町△△番地 

氏名　岡 山　太 郎　　　　　　　　㊞ 

乙　住所  浅口市○○町□□番地 

氏名　株式会社　△△△△ 

代表取締役　備中三郎　　　㊞ 
 
（注）印紙税法別表第１第１号４の運送に関する契約書となり印紙が必要です。 

印紙 

（注）

タクシー、ハイヤー借入れの契約書の記載例

岡
山 

備
中 

契約金額に応じた印紙を貼付（甲乙とも） 

契約金額１万円以上 10 万円以下→200 円 

契約金額 10万円を超え 50 万円以下→400 円
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契　　　約　　　書 

（候補者名） 

　岡　山　太　郎　　　（以下「甲」という。）は、令和　８年　４月１２日執行予定の 

（選挙名） 

浅口市長　　　 　　　　　　選挙における公職選挙法第１４１条第１項の自動車について 

（業者等の名称） 

浅　口　太　郎　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）と次のとおり

賃貸借契約を締結する。 

 

１　賃貸借期間　　令和　８年　４月　３日から令和　８年　４月１２日まで 

 

２　契 約 金 額　　１６１，０００　円（消費税額及び地方消費税の額を含む。） 

　　　　　　（内訳　１日 16,100 円（消費税額及び地方消費税の額を含む。）×１０日間） 

 

３　使用する自動車の台数、車種及び登録番号 

　　　台　　数　　１台 

　　　車　　種　　小型乗用自動車 

　　　登録番号又は車両番号　　倉敷５５５　わ　１２－３４ 

 

４　請求及び支払 

　　甲は、乙から３に定める自動車を借り受けたときは、乙に対してその賃借料を支払うも

のとする。 

　　ただし、乙は、甲に係る供託物が公職選挙法第９３条の規定により浅口市に帰属するこ

ととならなかった場合は、２で定める契約金額のうち、浅口市の議会の議員及び長の選挙

における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例に定めるところにより、条例で定め

る金額については、浅口市長に対して請求するものとする。 

 

５　その他 

　　この契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、決定するものとする。 

 

　この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ１通を保有する。 

　　令和　８年　４月　１日 

甲　住所　浅口市○○町△△番地 

　　氏名　岡 山 太 郎　　　　　㊞ 

 

乙　住所  浅口市○○町□□番地 

　　氏名　浅 口 太 郎　　　　　㊞ 

（注）印紙は不要です。 

 

選挙運動用自動車借入れの契約書の記載例

岡
山 

浅
口 
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契　　　約　　　書 

（候補者名） 

　岡　山　太　郎　　　　　（以下「甲」という。）は、令和　８年　４月１２日執行予定の 

（選挙名） 

浅口市長　　　 　　　　 選挙における公職選挙法第１４１条第１項の自動車の燃料について 

（業者の名称） 

有限会社　△△石油　代表取締役　山川海男　　　　（以下「乙」という。）と次のとおり

売買契約を締結する。 

 

１　燃料供給期間　　令和　８年　４月　５日から令和　８年　４月１１日まで 

 

２　１㍑当たりの単価　　燃料供給時における乙の店頭販売価格とする。 

（消費税額及び地方消費税の額を含む。） 

　　　 

３　供給する燃料の種類 

　　　ガソリン 

 

４　供給を受ける自動車の車種及び登録番号又は車両番号 

　　　車　　種　　小型乗用自動車 

　　　登録番号又は車両番号　　倉敷５５５　わ　１２－３４ 

 

５　請求及び支払 

　　甲は、乙から４に定める自動車に燃料の供給を受けたときは、乙に対してその代金を支払う

ものとする。 

　　ただし、乙は、甲に係る供託物が公職選挙法第９３条の規定により浅口市に帰属することと

ならなかった場合は、２で定める契約金額のうち、浅口市の議会の議員及び長の選挙における

選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例に定めるところにより、条例で定める金額につい

ては、浅口市長に対して請求するものとする。 

 

６　その他 

　　この契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、決定するものとする。 

 

　この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ１通を保有する。 

　　令和　８年　４月　１日 

甲　住所　浅口市○○町△△番地 

氏名　　岡 山 太 郎　　　　　　　　㊞ 

乙　住所　浅口市○○町□□番地 

氏名　有限会社　△△石油 

代表取締役　山 川 海 男　　㊞ 

（注）印紙は不要です。 

選挙運動用自動車の燃料供給の契約書の記載例

岡
山 

山
川 
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契　　　約　　　書 

（候補者名） 

　岡　山　太　郎　　　　（以下「甲」という。）は、令和　８年　４月１２日執行予定の 

（選挙名） 

浅口市長　　　　　　選挙における公職選挙法第１４１条第１項の自動車の運転について

（運転手名） 

運　転　一　郎　　（以下「乙」という。）と次のとおり雇用に関する契約を締結する。 

 

１　雇用期間　　令和　８年　４月　５日から令和　８年　４月１１日まで 

 

２　契約金額　　８７，５００円（内訳　１日の報酬 12,500 円×7 日） 

 

３　運転する自動車の車種及び登録番号又は車両番号 

　　　車　　種    小型乗用自動車 

　　　登録番号又は車両番号　　倉敷５５５　わ　１２－３４ 

 

４　請求及び支払 

　　乙は、３に定める自動車の運転を目的とした労務を提供することとし、甲は、その提供

を受けたときは、乙に対してその報酬を支払うものとする。 

　　ただし、乙は、甲に係る供託物が公職選挙法第９３条の規定により浅口市に帰属するこ

ととならなかった場合は、２で定める契約金額のうち、浅口市の議会の議員及び長の選挙

における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例に定めるところにより、条例で定め

る金額については、浅口市長に対して請求するものとする。 

 

５　その他 

　　この契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、決定するものとする。 

 

　この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ１通を保有する。 

　　令和　８年　４月　１日 

甲　住所　浅口市○○町△△番地 

　　氏名　　岡 山 太 郎　　　　㊞ 

 

乙　住所　浅口市○○町□□番地 

　　氏名　  運 転 一 郎　　　　㊞ 

（注）印紙は不要です。 
 

選挙運動用自動車の運転手雇用の契約書の記載例

岡
山 

運
転 
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契　　　約　　　書 

（候補者名） 

　岡　山　太　郎　　　　（以下「甲」という。）は、令和　８年　４月１２日執行予定の 

（選挙名） 

浅口市長　　　　　　　　選挙における公職選挙法第１４３条第１項第５号のポスターの 

（業者の名称） 

作成について　株式会社　××印刷　代表取締役　備前五郎　　（以下「乙」という。）

と次のとおり請負に関する契約を締結する。 

 

１　ポスターの規格等 

(1)規　格　　縦　４２　cm×横　４０　cm 

(2)数　量　　　　　　　１９４　　枚 

(3)納　期　　令和　８年　４月　２日 

 

２　契約金額　　　１５９，２２６　円（消費税額及び地方消費税の額を含む。） 

　　　　　　（１枚当たりの単価　８２０．７５円（消費税額及び地方消費税の額を含む。）） 

 

３　請求及び支払 

　　乙は、１に定める納期までにポスターを作成し、甲に引き渡すこととし、甲は、ポスタ

ーの引渡しを受けたときは、乙に対してその代金を支払うものとする。 

　　ただし、乙は、甲に係る供託物が公職選挙法第９３条の規定により浅口市に帰属するこ

ととならなかった場合は、２で定める契約金額のうち、浅口市の議会の議員及び長の選挙

における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例に定めるところにより、条例で定

める金額については、浅口市長に対して請求するものとする。 

 

４　その他 

　　この契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、決定するものとする。 

 

　この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ１通を保有する。 

　　令和　８年　３月２２日 

甲　住所　浅口市○○町△△番地 

氏名　　　岡 山 太 郎　　　　　　㊞ 

乙　住所　浅口市○○町□□番地 

氏名　株式会社　××印刷 

　　　　　代表取締役　備前五郎   　　㊞ 

（注）印紙税法別表第１第２号の請負に関する契約書となり印紙が必要です。 

印紙 

（注）

選挙運動用ポスター作成の契約書の記載例

契約金額 1 万円～100 万円の

場合、200 円の印紙が必要

岡
山 

備
前 
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契　　　約　　　書 

（候補者名） 

　岡　山　太　郎　　　（以下「甲」という。）は、令和　８年　４月１２日執行予定の 

（選挙名） 

浅口市長　　　　　　　　　選挙における公職選挙法第１４２条第１項第６号のビラの 

（業者の名称） 

作成について　株式会社　××印刷　代表取締役　備前五郎　　（以下「乙」という。）

と次のとおり請負に関する契約を締結する。 

 

１　ビラの規格等 

(1)規　格　　２９．７　cm×　２１　cm 

(2)数　量　　　　　　１６，１００　枚 

(3)納　期　　令和　８年　４月　２日 

 

２　契約金額　　　１４１，６８０　円（消費税額及び地方消費税の額を含む。） 

　　　　　　（１枚当たりの単価８．８０円（消費税額及び地方消費税の額を含む。）） 

 

３　請求及び支払 

　　乙は、１に定める納期までにビラを作成し、甲に引き渡すこととし、甲は、ビラの引渡

しを受けたときは、乙に対してその代金を支払うものとする。 

　　ただし、乙は、甲に係る供託物が公職選挙法第９３条の規定により浅口市に帰属するこ

ととならなかった場合は、２で定める契約金額のうち、浅口市の議会の議員及び長の選挙

における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例に定めるところにより、条例で定める

金額については、浅口市長に対して請求するものとする。 

 

４　その他 

　　この契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、決定するものとする。 

 

　この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ１通を保有する。 

　　令和　８年　３月２２日 

甲　住所　浅口市○○町△△番地 

氏名　　　岡 山 太 郎　　　　　　㊞ 

乙　住所　浅口市○○町□□番地 

氏名　株式会社　××印刷 

　　　　　代表取締役　備前五郎   　　㊞ 

（注）印紙税法別表第１第２号の請負に関する契約書となり印紙が必要です。 

印紙 

（注）

選挙運動用ビラ作成の契約書の記載例

契約金額 1 万円～100 万円の

場合、200 円の印紙が必要

岡
山 

備
前 
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Ⅵ　各 種 様 式 

    （記　載　例） 

　　　　 

 

※　以下は浅口市長選挙における選挙公営の

届出に関する記載例です。 

浅口市議会議員選挙については、各様式

の「浅口市長選挙」を「浅口市議会議員選

挙」に読み替えてご使用ください。 

 

 

 

 

 

 



（タクシー、ハイヤー借入れ）
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様式第 1号(第 2条関係) 

 

選挙運動用自動車の使用の契約届出書 

 

令和８年　４月　５日　 

浅口市選挙管理委員会 

　委員長　川上　弘道　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　令和８年４月１２日執行　浅口市長選挙 

候補者の氏名 　岡 山 太 郎　　　　 

 

　次のとおり選挙運動用自動車の使用の契約を締結したので届け出ます。 

 

記 

 

1　一般乗用旅客自動車運送事業者との契約による場合 

2　1 に掲げる場合以外の場合 

備考 

　1　契約届出書には、契約書の写しを添付してください。 

　2　2の「契約内容」欄の「借入れ期間等」には、「自動車の借入れ」にあっては借入れ期間を、「運

転手の雇用」にあっては雇用期間を、「燃料代」にあっては燃料の供給を受ける選挙運動用自動車

の自動車登録番号又は車両番号を記載してください。 

　3　「燃料代」にあっては、単価契約を締結した場合には、「備考」欄に契約単価を記載してくださ

い（なお、2の「契約内容」欄の「契約金額」には、契約の見込額を記載して差し支えありません。）。 

4　候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場

合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってくだ

さい。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 

 
契約年月日

契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあってはその代表者の氏名

契約内容
備考  運送契約期間 運送契約金額

 
令和８年 

４月１日

浅口市○○町□□番地 

株式会社　△△△△ 

代表取締役　備 中 三 郎

令和８年 4 月 5 日～ 

令和８年 4 月 11 日
　451,500 円 　

 　 　 　 　 　

 　 　 　 　 　

 項目 

 

 

区分

契約年月日

契約の相手方の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあってはその代表者

の氏名

契約内容

備考
 

借入れ期間等 契約金額

 
自動車の

借入れ
 

 

 

燃料代  

 

 
運転手の

雇用
 　 　 　 　 　

 　 　 　 　 　

岡
山 



（タクシー、ハイヤー借入れ）
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様式第 4号(第 5条関係)　　 

　その 1 

選挙運動用自動車使用証明書(自動車) 

 

　次のとおり選挙運動用自動車を使用したものであることを証明します。 

　　　　令和８年　４月１６日 

 

令和８年４月１２日執行　浅口市長選挙 

候補者の氏名　岡 山 太 郎   　 　　 

記 

備考 

　1　この証明書は、使用の実績に基づいて、運送事業者等ごとに別々に作成し、候補者から運送事業
者等に提出してください。 

　2　運送事業者等が浅口市に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付してください。 
　3　この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、運送事業者等は、浅口市に

支払を請求することはできません。 
　4　公費負担の限度額は、選挙運動用自動車 1台につき 1日当たり次の金額までです。 
　　(1)　一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約による場合　　64,500 円 
　　(2)　(1)以外の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,100 円 
　5　同一の日において一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(「運送等契約区分」欄の 1)とそ

れ以外の契約(「運送等契約区分」欄の 2)とのいずれもが締結された場合には、公費負担の対象と
なるのは候補者の指定する一の契約に限られていますので、その指定をした一の契約のみについて
記載してください。 

　6　同一の日において－般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約又はそれ以外の契約により 2 台
以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、公費負担の対象となるのは候補者の指定する 1
台に限られていますので、その指定をした 1台のみについて記載してください。 

7　5の場合には候補者の指定した契約以外の契約及び6の場合には候補者の指定した選挙運動用自
動車以外の選挙運動用自動車については、浅口市に支払を請求することはできません。 

 運送等契約区分 
(該当する方の番号に○を
してください。)

一般乗用旅客自動車運
送事業者との運送契約
による場合 2

左に掲げる場合以外の場合

 運送事業者等の氏名又は
名称及び住所並びに法人
にあってはその代表者の
氏名

　浅口市○○町□□番地 

　株式会社　△△△△　 

代表取締役　備 中 三 郎  

 車種及び自動車登録番号又は車両番号 運送等年月日 運送等金額 備考

 小型乗用自動車 倉敷 555 あ 43-21 令和８年　４月　５日 ６４，５００円

　

 　　　　　　　〃 令和８年　４月　６日 ６４，５００円

 　　　　　　　〃 令和８年　４月　７日 ６４，５００円

 　　　　　　　〃 令和８年　４月　８日 ６４，５００円

 　　　　　　　〃 令和８年　４月　９日 ６４，５００円

 　　　　　　　〃 令和８年　４月１０日 ６４，５００円

 　　　　　　　〃 令和８年　４月１１日 ６４，５００円

 1

岡
山 



（タクシー、ハイヤー借入れ）
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様式第 5号(第 6条関係) 

請 求 書 

(選挙運動用自動車の使用) 

令和８年　４月１６日　　 

　浅口市長　　　　様 

 

(請求者) 

氏名又は名称及び住所並びに法人　浅口市○○町□

□番地 

にあってはその代表者の氏名　　　株式会社　△△

△△　　 

代表取締役　備中三郎　　　  

生年月日（個人の場合のみ記入）　　　　　年　　　月　　　日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　電話番号   （　　　　）　　　－ 

 

　浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例

第 4条の規定により、次の金額の支払を請求します。 

記 

1　請求金額　　　　４５１，５００　円 

2　内訳 　別紙請求内訳書のとおり 

3　令和８年　４月１２日執行　浅口市長　選挙 

4　候補者の氏名　　岡 山 太 郎  
5　振込先 

備考 
　1　この請求書は、候補者から受領した 選挙運動用自動車使用証明書(燃料代の請求の

場合には、このほかに自動車燃料代確認書及び給油伝票(燃料の供給を受けた日付、燃
料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和 45
年運輸省令第 7 号)第 13 条第 1 項第 4号に規定する 4 けた以下のアラビア数字又は車
両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 74 号)第 36 条の 17 第 1
項第 4 号若しくは第 36 条の 18 第 1 項第 3 号に規定する 4 けた以下のアラビア数字、
燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領
したものをいう。)の写し)とともに選挙の期日後速やかに提出してください。 

　2　候補者が供託物を没収された場合には、浅口市に支払を請求することはできません。 
　3　燃料代の請求は、契約届出書に記載された選挙運動用自動車に供給したもので、自動

車燃料代確認書に記載された「確認金額」の範囲内に限られています。 
　4　契約業者等(法人にあっては、その代表者)本人が提出する場合にあっては本人確認書

類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及
び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、契約業者等
(法人にあっては、その代表者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではあ
りません。 

 
金融機関名

　　○×　　　　　　銀行　信用金庫 

信用組合　農協
○×　　店　

 預金種別 　①　普通　　2　当座

 口 座 番 号 　１２３４５６７
 (フリガナ) 

 

通 帳 名 義

カブシキガイシャ△△△△ダイヒョウトリシマリヤクビッチュウサブロウ 

株式会社　△△△△　代表取締役　備 中 三 郎

備
中 



（タクシー、ハイヤー借入れ）
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(別紙)1 

 

請求内訳書 

　　(一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約により自動車を使用した場合) 

 

備考 1　「請求金額」欄には、(ア)又は(イ)のうちいずれか少ない方の額を記載してください。 

　　 2　「運送金額」には、消費税を含みます。 

 

 

 

 

 

 

 使用年月日 運送金額(ア) 基準限度額(イ) 請求金額 備考

 
令和８年 4 月 5 日 64,500 円×1台＝64,500円 64,500円×1台＝64,500円 64,500 円 　

 
令和８年 4 月 6 日 64,500 円×1台＝64,500円 64,500円×1台＝64,500円 64,500 円 　

 
令和８年 4 月 7 日 64,500 円×1台＝64,500円 64,500円×1台＝64,500円 64,500 円 　

 
令和８年 4 月 8 日 64,500 円×1台＝64,500円 64,500円×1台＝64,500円 64,500 円 　

 
令和８年 4 月 9 日 64,500 円×1台＝64,500円 64,500円×1台＝64,500円 64,500 円 　

 
令和８年 4 月 10 日 64,500 円×1台＝64,500円 64,500円×1台＝64,500円 64,500 円 　

 
令和８年 4 月 11 日 64,500 円×1台＝64,500円 64,500円×1台＝64,500円 64,500 円 　

 
計 　 　 451,500 円 　



（個々契約）
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様式第 1号(第 2条関係) 

 

選挙運動用自動車の使用の契約届出書 

 

令和８年　４月　５日　 

浅口市選挙管理委員会 

　委員長　川上弘道　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  令和８年４月１２日執行　浅口市長　　選挙 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　候補者の氏名 　岡　山　太　郎　　　　 

 

　次のとおり選挙運動用自動車の使用の契約を締結したので届け出ます。 

 

記 

 

1　一般乗用旅客自動車運送事業者との契約による場合 

2　1 に掲げる場合以外の場合 

備考 

　1　契約届出書には、契約書の写しを添付してください。 

　2　2の「契約内容」欄の「借入れ期間等」には、「自動車の借入れ」にあっては借入れ期間を、「運
転手の雇用」にあっては雇用期間を、「燃料代」にあっては燃料の供給を受ける選挙運動用自動車
の自動車登録番号又は車両番号を記載してください。 

　3　「燃料代」にあっては、単価契約を締結した場合には、「備考」欄に契約単価を記載してくださ
い（なお、2の「契約内容」欄の「契約金額」には、契約の見込額を記載して差し支えありません。）。 

4　候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場

合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってくだ

さい。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 

 
契約年月日

契約の相手方の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあってはその代表者の氏名

契約内容
備考

 運送契約期間 運送契約金額

 　 　 　 　 　

 　 　 　 　 　

 　 　 　 　 　

 項目 

 

 

区分

契約年月日

契約の相手方の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあってはそ

の代表者の氏名

契約内容
備考

 借入れ期間等 契約金額

 
自動車の

借入れ

令和８年 
４月１日

浅口市○○町□□番地 
浅 口 太 郎

令和８年 4 月 3 日 
～令和８年 4 月 12 日

　161,000 円 　

 　 　 　 　 　

 　 　 　 　 　

 

燃料代

令和８年 
４月１日

浅口市○○町□□番地 
有限会社　△△石油　 

代表取締役　山川海男

倉敷 555 わ 12-34 　
店 頭 販 売

価格

 　 　 　 　 　

 　 　 　 　 　

 
運転手の

雇用

令和８年 
４月１日

浅口市○○町□□番地 
運 転 一 郎

令和８年 4 月 5 日 
～令和８年 4 月 11 日

　 87,500 円 　

 　 　 　 　 　

 　 　 　 　 　

岡
山 



（個々契約：自動車）
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様式第 4号(第 5条関係) 

　その 1 

 

選挙運動用自動車使用証明書(自動車) 

 

　次のとおり選挙運動用自動車を使用したものであることを証明します。 

　　　　令和８年　４月１６日 

 

令和８年４月１２日執行　浅口市長　　選挙 

候補者の氏名　　岡 山 太 郎 　    　　　 

記 

備考 

　1　この証明書は、使用の実績に基づいて、運送事業者等ごとに別々に作成し、候補者から運送事業
者等に提出してください。 

　2　運送事業者等が浅口市に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付してください。 
　3　この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、運送事業者等は、浅口市に

支払を請求することはできません。 
　4　公費負担の限度額は、選挙運動用自動車 1台につき 1日当たり次の金額までです。 
　　(1)　一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約による場合　　64,500 円 
　　(2)　(1)以外の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,100 円 
　5　同一の日において一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(「運送等契約区分」欄の 1)とそ

れ以外の契約(「運送等契約区分」欄の 2)とのいずれもが締結された場合には、公費負担の対象と
なるのは候補者の指定する一の契約に限られていますので、その指定をした一の契約のみについて
記載してください。 

　6　同一の日において－般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約又はそれ以外の契約により 2 台
以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、公費負担の対象となるのは候補者の指定する 1
台に限られていますので、その指定をした 1台のみについて記載してください。 

　7　5の場合には候補者の指定した契約以外の契約及び6の場合には候補者の指定した選挙運動用自
動車以外の選挙運動用自動車については、浅口市に支払を請求することはできません。

 運送等契約区分 
(該当する方の番号に○を
してください。)

1
一般乗用旅客自動車運
送事業者との運送契約
による場合

2 左に掲げる場合以外の場合

 運送事業者等の氏名又は
名称及び住所並びに法人
にあってはその代表者の
氏名

　浅口市○○町□□番地 

　　浅 口 太 郎

 車種及び自動車登録番号又は車両番号 運送等年月日 運送等金額 備考

 小型乗用自動車 倉敷 555 わ 12-34 令和８年　４月　５日 １６，１００円

　

 　　　　　　　〃 令和８年　４月　６日 １６，１００円

 　　　　　　　〃 令和８年　４月　７日 １６，１００円

 　　　　　　　〃 令和８年　４月　８日 １６，１００円

 　　　　　　　〃 令和８年　４月　９日 １６，１００円

 　　　　　　　〃 令和８年　４月１０日 １６，１００円

 　　　　　　　〃 令和８年　４月１１日 １６，１００円

岡
山 



（個々契約：自動車）
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様式第 5号(第 6条関係) 
 

請 求 書 

(選挙運動用自動車の使用) 

令和８年　４月１６日　　 

 

　浅口市長　　　　様 
 

(請求者) 

   氏名又は名称及び住所並びに法人　浅口市○○町□□番地 

にあってはその代表者の氏名　　　 浅 口 太 郎　　　　　 

生年月日（個人の場合のみ記入）　 昭和２５年　　３月　２１日 

連絡先　電話番号　（ ０８６５ ）４４　－×××× 

　 

浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例第 4条の

規定により、次の金額の支払を請求します。 
 

記 

1　請求金額　　　　１１２，７００　円 

2　内訳　　　別紙請求内訳書のとおり 

3　令和８年　４月１２日執行　浅口市長　選挙 

4　候補者の氏名　　岡 山 太 郎 

5　振込先 

備考 
　1　この請求書は、候補者から受領した 選挙運動用自動車使用証明書(燃料代の請求の場合には、

このほかに自動車燃料代確認書及び給油伝票（燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選
挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則（昭和 45 年運輸省令第 7号）第 13条第
1 項第 4 号に規定する４けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則
(昭和26年運輸省令第74号)第 36条の17第１項第４号若しくは第36条の18第１項第３号に規
定する４けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給
業者から給油の際に受領したものをいう。）の写し)とともに選挙の期日後速やかに提出してくだ
さい。 

　2　候補者が供託物を没収された場合には、浅口市に支払を請求することはできません。 
　3　燃料代の請求は、契約届出書に記載された選挙運動用自動車に供給したもので、自動車燃料代

確認書に記載された「確認金額」の範囲内に限られています。 
　4　契約業者等(法人にあっては、その代表者)本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示

又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本
人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、契約業者等(法人にあっては、その代表
者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 

 

　

金融機関名
　　○×　　　　　　銀行　信用金庫 

信用組合　農協
○×　　店　

 
預金種別 　①　普通　　2　当座

 
口 座 番 号 　１１１１１１１

 (フリガナ) 

通 帳 名 義

　アサクチ  タロウ 

浅   口   太   郎

浅
口 



（個々契約：自動車）
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(別紙)2 

 

請求内訳書 

(一般乗用旅客自動車運送事業者以外の者との契約により自動車を使用した場合) 

 

 

(その 1)自動車の借入れ 

備考 

　1　「請求金額」欄には、(ア)又は(イ)のうちいずれか少ない方の額を記載してください。 

　2　｢借入れ金額」には消費税を含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 使用年月日 借入れ金額(ア) 基準限度額(イ) 請求金額 備考

 
令和８年 4 月 5 日 16,100 円×1台=16,100 円 15,800 円×1台=15,800 円 16,100 円 　

 
令和８年 4 月 6 日 16,100 円×1台=16,100 円 15,800 円×1台=15,800 円 16,100 円 　

 
令和８年 4 月 7 日 16,100 円×1台=16,100 円 15,800 円×1台=15,800 円 16,100 円 　

 
令和８年 4 月 8 日 16,100 円×1台=16,100 円 15,800 円×1台=15,800 円 16,100 円 　

 
令和８年 4 月 9 日 16,100 円×1台=16,100 円 15,800 円×1台=15,800 円 16,100 円 　

 
令和８年 4 月 10 日 16,100 円×1台=16,100 円 15,800 円×1台=15,800 円 16,100 円 　

 
令和８年 4 月 11 日 16,100 円×1台=16,100 円 15,800 円×1台=15,800 円 16,100 円 　

 
計 　 　 112,700 円 　



（個々契約：燃料）
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様式第 2号(第 3条関係) 

 

選挙運動用自動車燃料代確認申請書 

 

令和８年　４月１４日　 

浅口市選挙管理委員会 

　委員長　川上弘道　様 

 

令和８年４月１２日執行　浅口市長選挙 

候補者の氏名　岡 山 太 郎　　　　　　 

 

　次の自動車燃料代につき、浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車

の使用の公営に関する条例第 4条第 2号イの規定による確認を受けたいので申請します。 

記 

1　契約年月日　　　　　　　　　令和８年　４月　１日 

2　契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

　　住 所 (所 在 地)　浅口市○○町□□番地 

　　氏名(法人の場合は名称)　有限会社　△△石油 

　　法人の場合は代表者の氏名　代表取締役　山 川 海 男 

3　燃料の供給を受ける選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号 

倉敷５５５ わ １２-３４ 

4　確認申請金額　　２０，４００　　円 

備考 
　1　この申請書は、燃料供給業者ごとに別々に候補者から浅口市選挙管理委員会に提出し

てください。 
　2　この申請書は、選挙運動用自動車の燃料代について公費負担の対象となるものの確認

を受けるためのものです。 
　3　「燃料の供給を受ける選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号」には、契約

届出書に記載された選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号を記載してくだ
さい。 

　4　「前回までの累積金額」には、他の燃料供給業者からの購入した金額をも含めて記載
してください。 

　5　候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が
提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示
又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの
限りではありません。 

 区分 購入金額 左のうち確認済又は確認申請金額
 

前回までの累積金額(a) ０円 ０円

 
今回の購入金額(b) ２０，４００円 ２０，４００円

 
燃料代計(a)＋(b) ２０，４００円 ２０，４００円

 備考 　 　

岡
山 
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様式第 3号(第 3条関係) 

 

第　　　１　　号　 

 

選挙運動用自動車燃料代確認書 

 

 

　浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例

第 4条第 2号イの規定に基づき、次の自動車燃料代は、同号イに定める金額の範囲内のも

のであることを確認する。 

 

　　　令和８年　４月１４日 

 

浅口市選挙管理委員会 

 

         　 委員長　川 上 弘 道　　　 印　　　 

 

記 

 

1　令和８年　４月１２日執行　浅口市長　選挙 

 

2　候補者の氏名　　岡 山 太 郎 

 

3　燃料の供給を受ける選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号 

倉敷５５５ わ １２­３４ 

 

4　確認金額    ２０，４００　円 

 

備考 

　1　この確認書は、燃料代について確認を受けた候補者から燃料供給業者に提出してくだ

さい。 

　2　この確認書を受領した燃料供給業者は、公費の支払の請求をする場合には、選挙運動

用自動車使用証明書(燃料)とともに当該確認書を請求書に添付してください。なお、公

費の支払の請求ができるのは、この確認書に記載された選挙運動用自動車への燃料の供

給に限られています。 

　3　この確認書に記載された候補者について供託物が没収された場合には、燃料供給業者

は、浅口市に支払を請求することはできません。

公 

印 
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その 2 

選挙運動用自動車使用証明書(燃料) 

 

　次のとおり燃料を使用したものであることを証明します。 

　　　　令和８年　４月１６日 

令和８年４月１２日執行　浅口市長選挙 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　候補者の氏名　岡 山 太 郎    　　　　　 

 

記 

備考 

　1　この証明書は、使用の実績に基づいて、燃料供給業者ごとに別々に作成し、給油伝票

（燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号の

うち自動車登録規則（昭和 45 年運輸省令第 7号）第 13条第 1項第 4号に規定する４け

た以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和 26 年運輸省

令第74号)第36条の17第１項第４号若しくは第36条の18第１項第３号に規定する４

けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給

業者から給油の際に受領したものをいう。以下同じ）の写しを添えて、候補者から燃料供

給業者に提出してください。 

　2　「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号」欄には、契

約届出書に記載された選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号を記載してく

ださい。 

　3　「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号」欄、「燃料

供給量」欄及び「燃料供給金額」欄は、燃料の供給を受けた日ごとに記載してください。 

　4　燃料供給業者が浅口市に支払を請求するときは、この証明書及び給油伝票の写しを請

求書に添付してください。 

　5　この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、燃料供給業者は、

浅口市に支払を請求することはできません。 

6  公費負担の限度額は、候補者から燃料供給業者に提出された確認書に記載された金額 

までです。

 燃 料 供 給 業 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び

住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は そ の 代

表 者 の 氏 名

浅口市○○町□□番地 

有限会社　△△石油 

代表取締役　山 川 海 男
 

燃料供給年月日

燃料の供給を受けた選挙

運動用自動車の自動車登

録番号又は車両番号

燃料供給量 燃料供給金額 備考

 令和８年４月 5 日 倉敷 555 わ 12-34 ４０　㍑ ６，０００円

　

 令和８年４月 7 日 〃 ３２　㍑ ４，８００円

 令和８年４月 9 日 〃 ４０　㍑ ６，０００円

 令和８年４月 11 日 〃 ２４　㍑ ３，６００円

 

 

岡
山 



（個々契約：燃料）
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給油伝票 

給油伝票は、燃料供給時に契約業者から受領してください。 

特に、様式はありませんが、次の内容の記載が必要です。 

※ 給油伝票とは、次の内容が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際

に受領したものをいいます。 

（記載内容）①燃料の供給を受けた日付 

②燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は

車両番号 

③燃料供給量 

④燃料供給金額 

　　　給油伝票　（例） 

 

※給油伝票の写しを、「選挙運動用自動車使用証明書（燃料）」に添付して、契約業者へ提

出してください。

 納　品　書 

 

令和８年 4月 5日 

 

岡山　太郎　様 

 

自動車登録番号又は車両番号　12-34 

 

レギュラー 

４０．００Ｌ 

　＠１５０　　　　￥６，０００ 

 

 

浅口市○○町□□番地 

有限会社　△△石油 

　

①

②

③

④

倉敷 555 

わ　 12-34



（個々契約：燃料）
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様式第 5号(第 6条関係) 
 

請 求 書 

(選挙運動用自動車の使用) 

令和８年　４月１６日　　 
 

　浅口市長　　　　様 

 (請求者) 

氏名又は名称及び住所並びに法人　浅口市○○町□□番地 

にあってはその代表者の氏名　　　有限会社　△△石油 

代表取締役　山川 海男 　　　　 

生年月日（個人の場合のみ記入）　　　　年　　　月　　　日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　電話番号　（　　　　　）　　　－ 
 

浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例第 4条

の規定により、次の金額の支払を請求します。 

記 

1　請求金額　　　　２０，４００　円 

2　内訳      　別紙請求内訳書のとおり 

3　令和８年　４月１２日執行　浅口市長　選挙 

4　候補者の氏名　　岡 山 太 郎 

5　振込先 

備考 

　1　この請求書は、候補者から受領した 選挙運動用自動車使用証明書(燃料代の請求の場合に
は、このほかに自動車燃料代確認書及び給油伝票（燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受
けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則（昭和 45年運輸省令第 7号）
第 13 条第 1項第 4号に規定する４けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両
法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第１項第４号若しくは第36条の18第１
項第３号に規定する４けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書
面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。）の写し)とともに選挙の期日後速や
かに提出してください。 

　2　候補者が供託物を没収された場合には、浅口市に支払を請求することはできません。 
　3　燃料代の請求は、契約届出書に記載された選挙運動用自動車に供給したもので、自動車燃料

代確認書に記載された「確認金額」の範囲内に限られています。 
　4　契約業者等(法人にあっては、その代表者)本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提

示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の
本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、契約業者等(法人にあっては、その
代表者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 

 

　

金融機関名
　　○×　　　　　銀行 信用金庫  

信用組合　農協
○×　　店　

 預 金 種 別 　①　普通　　2　当座

 口 座 番 号 　２２２２２２２

 (フリガナ) 

通 帳 名 義

ユウゲンガイシャ△△セキユダイヒョウトリシマリヤクヤマカワウミオ 

有限会社　△△石油　代表取締役　山川海男

山
川 
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(別紙)3 

 

請求内訳書 

(一般乗用旅客自動車運送事業者以外の者との契約により自動車を使用した場合) 

 

 

(その 2)燃料代 

備考 

　1　「基準限度額」(計)欄には、確認書に記載された額の合計を記載してください。 

　2　「請求金額」欄には、(ア)の(計)欄又は(イ)の(計)欄のうちいずれか少ない方の額

を記載してください。 

　3　「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号」欄には、

契約届出書に記載された選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号を記載して

ください。 

　4　「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号」欄及び

「(ア)」欄は、燃料の供給を受けた日ごとに記載してください。 

 

 

 

販売年月日

燃料の供給を受け
た選挙運動用自動
車の自動車登録番
号又は車両番号

販売金額　(ア)
基準限度額

(イ)
請求金額 備考

 令和８年 

4 月 5 日
倉敷 555 わ 12-34 150 円×40 ㍑＝6,000 円

　 

　 

　 

　

　

 令和８年 

4 月 7 日
倉敷 555 わ 12-34 150 円×32 ㍑＝4,800 円

 令和８年 

4 月 9 日
倉敷 555 わ 12-34 150 円×40 ㍑＝6,000 円

 令和８年 

4 月 11 日
倉敷 555 わ 12-34 150 円×24 ㍑＝3,600 円

 
年　月　日 円×　㍑＝　　円

 
年　月　日 円×　㍑＝　　円

 
年　月　日 円×　㍑＝　　円

 
計 20,400 円 20,400 円 20,400 円



（個々契約：運転手）
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その 3 

 

選挙運動用自動車使用証明書(運転手) 

 

　次のとおり運転手を使用したものであることを証明します。 

　　　　令和８年　４月２６日 

 

令和８年４月１２日執行　浅口市長選挙 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　候補者の氏名　岡 山 太 郎　　　　　　 

 

記 

備考 

　1　この証明書は、使用の実績に基づいて、運転手ごとに別々に作成し、候補者から運転

手に提出してください。 

　2　「備考」欄には、選挙運動期間中に使用した選挙運動用自動車の台数を使用した日ご

とに記載してください。 

　3　運転手が浅口市に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付してください。 

　4　この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、運転手は、浅口

市に支払を請求することはできません。 

　5　公費負担の限度額は、選挙運動用自動車 1台につき 1日を通じ 12,500 円までです。 

　6　同一の日において 2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用された場合には、公費

負担の対象となるのは候補者の指定する 1人に限られていますので、その指定をした 1

人のみについて記載してください。 

　7　候補者の指定した運転手以外の運転手は、浅口市に支払を請求することはできません。

 

運 転 手 の 氏 名 及 び

住 所

運 転 一 郎　 

浅口市○○町□□番地

 雇用年月日 報酬の額 備考

 令和８年４月 5 日 １２，５００円

　

 令和８年４月 6 日 １２，５００円

 令和８年４月 7 日 １２，５００円

 令和８年４月 8 日 １２，５００円

 令和８年４月 9 日 １２，５００円

 令和８年４月 10 日 １２，５００円

 令和８年４月 11 日 １２，５００円

岡
山 



（個々契約：運転手）
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様式第 5号(第 6条関係) 
 

請 求 書 

(選挙運動用自動車の使用) 

令和８年　４月１６日　　 

 

　浅口市長　　　　様 
 

(請求者) 

 氏名又は名称及び住所並びに法人　浅口市○○町□□番地 

にあってはその代表者の氏名　　　 　 運 転 一 郎　　　　　 

生年月日（個人の場合のみ記入）　昭和４８年　　５月　３０日 

連絡先　電話番号　（ ０８６５ ）４４　－×××× 
 

浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例

第 4条の規定により、次の金額の支払を請求します。 
 

記 

1　請求金額　　　　８７，５００　円 

2　内訳       別紙請求内訳書のとおり 

3　令和８年　４月１２日執行　浅口市長　選挙 

4　候補者の氏名　　岡 山 太 郎 

5　振込先 

備考 

　1　この請求書は、候補者から受領した 選挙運動用自動車使用証明書(燃料代の請求の場
合には、このほかに自動車燃料代確認書及び給油伝票（燃料の供給を受けた日付、燃料
の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則（昭和 45 年
運輸省令第 7 号）第 13 条第１項第４号に規定する４けた以下のアラビア数字又は車両
番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 74号)第 36 条の 17第１項第
４号若しくは第 36 条の 18第１項第３号に規定する４けた以下のアラビア数字、燃料供
給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したもの
をいう。）の写し)とともに選挙の期日後速やかに提出してください。 

　2　候補者が供託物を没収された場合には、浅口市に支払を請求することはできません。 
　3　燃料代の請求は、契約届出書に記載された選挙運動用自動車に供給したもので、自動

車燃料代確認書に記載された「確認金額」の範囲内に限られています。 
　4　契約業者等(法人にあっては、その代表者)本人が提出する場合にあっては本人確認書

類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び
当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、契約業者等(法
人にあっては、その代表者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありま
せん。 

 

　

金融機関名
　　○×　　　　　　銀行　信用金庫　 

信用組合　農協
○×　　店　

 
預金種別 　①　普通　　2　当座

 
口 座 番 号 　３３３３３３３

 
(フリガナ) 

通 帳 名 義

　ウンテンイチロウ 

運　転　一　郎

運
転 



（個々契約：運転手）
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 (別紙)4 

 

請求内訳書 

(一般乗用旅客自動車運送事業者以外の者との契約により自動車を使用した場合) 

 

 

(その 3)運転手 

備考　「請求金額」欄には、(ア)又は(イ)のうちいずれか少ない方の額を記載してくださ

い。 

 

 雇用年月日 報酬 (ア) 基準限度額(イ) 請求金額 備考

 
令和８年 4 月 5 日 12,500 円 12,500 円 12,500 円 　

 
令和８年 4 月 6 日 12,500 円 12,500 円 12,500 円 　

 
令和８年 4 月 7 日 12,500 円 12,500 円 12,500 円 　

 
令和８年 4 月 8 日 12,500 円 12,500 円 12,500 円 　

 
令和８年 4 月 9 日 12,500 円 12,500 円 12,500 円 　

 
令和８年 4 月 10 日 12,500 円 12,500 円 12,500 円 　

 
令和８年 4 月 11 日 12,500 円 12,500 円 12,500 円 　

 
計 　 　 87,500 円 　



（ポスター作成）
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様式第 1号(第 2条関係) 

 
選挙運動用ポスター作成契約届出書 

 

令和８年　４月５日　 

 

　浅口市選挙管理委員会 

　　委員長　川上　弘道  様 

令和８年４月１２日執行　浅口市長選挙　　 

                           候補者の氏名　岡 山 太 郎　　　　　　　 

 

　次のとおり選挙運動用ポスターの作成契約を締結したので届け出ます。 

 

記

 
　

契約年月日

契約の相手方の氏名又は

名称及び住所並びに法人

にあってはその代表者の

氏名

契約内容

備考

　

 
作成契約枚数 作成契約金額

 
令和８年 

３月２２日

浅口市○○町□□番地 

株式会社　××印刷 

代表取締役　備前五郎

１９４枚 159,226 円

　

 
　 　 

 

　 　 　

 
　 　 

 

　 　 　

 備考 

　1　契約届出書には、契約書の写しを添付してください。 

　2　候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人

が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提

示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合は

この限りではありません。

岡
山 



（ポスター作成）
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様式第 2号(第 3条関係) 

 
選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書 

 

令和８年　４月１４日　 

 

　浅口市選挙管理委員会 

　　委員長　川上　弘道  様 

令和８年４月１２日執行　浅口市長選挙　　 

候補者の氏名　岡 山 太 郎　　　　　  

 

次の選挙運動用ポスター作成枚数につき、浅口市の議会の議員及び長の選挙における

選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例第4条の規定による確認を受けたいので

申請します。 

記 

1　契約年月日　　　　　　　　　令和８年　３月２２日

 2　契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

　　住 所 （ 所 在 地 ）　浅口市○○町□□番地 

　　氏名（法人の場合は名称）　株式会社　××印刷 

　　法人の場合は代表者の氏名　代表取締役　備前五郎

　

 
3　確認申請枚数 　　　　　　１４６　　枚

 
　

区分 作成枚数
左のうち確認済又は確

認申請枚数

　

 前回までの累積枚数 (a) ０枚 ０枚

 今回の枚数 (b) １９４枚 １４６枚

 枚数計 (a)＋(b) １９４枚 １４６枚

 
備考 　 　

 
備考 

　1　この申請書は、ポスター作成業者ごとに別々に候補者から浅口市選挙管理委員会

に提出してください。 

　2　この申請書は、ポスター作成枚数について公費負担の対象となるものの確認を受

けるためのものです。 

　3　「前回までの累積枚数」には、他のポスター作成業者によって作成された枚数を

も含めて記載してください。 

　4　候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理

人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類

の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある

場合はこの限りではありません。

岡
山 
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様式第 3号(第 3条関係) 

 
第　　　１　　　号　 

 

選挙運動用ポスター作成枚数確認書 

 

　浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する

条例第 4条の規定に基づき、次の選挙運動用ポスター作成枚数は、同条に定める枚数の範

囲内のものであることを確認する。 

　　　令和８年　４月１４日 

 

　　　　浅口市選挙管理委員会　 

 

　              委員長　川上　弘道　  印　　　　 

 

記 

 

1　令和８年　４月１２日執行　浅口市長選挙 

2　候補者の氏名　　岡 山 太 郎 

3　確認枚数　　　　１４６　枚 

 

 

備考 

　1　この確認書は、選挙運動用ポスター作成枚数について確認を受けた候補者からポス

ター作成業者に提出してください。 

　2　この確認書を受領したポスター作成業者は、公費の支払の請求をする場合には、選

挙運動用ポスター作成証明書とともに当該確認書を請求書に添付してください。 

　3　この確認書に記載された候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作

成業者は、浅口市に支払を請求することはできません。

公 

印 



（ポスター作成）
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様式第 4号(第 5条関係) 

 

選挙運動用ポスター作成証明書 

 

 

　次のとおり選挙運動用ポスターを作成したものであることを証明します。 

　　　令和８年　４月１６日 

 

令和８年４月１２日執行　浅口市長選挙　　 

                              候補者の氏名　岡 山 太 郎    　　　  

 

記 

 

備考 

　1　この証明書は、作成の実績に基づいて、ポスター作成業者ごとに別々に作成し、候補

者からポスター作成業者に提出してください。 

　2　ポスター作成業者が浅口市に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付して

ください。 

　3　この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業

者は、浅口市に支払を請求することはできません。 

　4　１人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づく公費

負担の限度額は、次のとおりです。 

　　(1)　枚数 

　　　　 当該選挙区(当該選挙が行われる区域)におけるポスター掲示場数に相当する枚

数 

　　(2)　限度額 

　　　　 586.88 円×ポスター掲示場数＋92,345 円 

　　　　　　　　　  ポスター掲示場数　　　　  

　　　 ＝単価(1 円未満の端数は切上げ) 

　　　 　単価×確認された作成枚数＝限度額

 
ポスター作成業者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあってはその代表者の氏名

浅口市○○町□□番地 

株式会社　××印刷　 

代表取締役　備前五郎
 作成枚数 １９４枚　

 作成金額 １５９，２２６円　

 当該選挙区(当該選挙が行われる区域)にお

けるポスター掲示場数
１４６箇所　

岡
山 
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様式第 5号(第 6条関係) 

 

請 求 書 

(選挙運動用ポスターの作成) 

令和８年　４月１６日　 

　浅口市長　　　　様 

 
(請求者) 

氏名又は名称及び住所並びに法人　浅口市○○町□□番地 

　　　　　　 にあってはその代表者の氏名　　　株式会社　××印刷 

　　　　代表取締役　備前五郎    　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　電話番号　　（　０８６５　）４４　－〇〇〇〇 

 

浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例第 4

条の規定により、次の金額の支払を請求します。 

記 

1　請求金額　　　１１９，８２９　円 

2　内訳 

　 別紙請求内訳書のとおり 

3　令和８年４月１２日執行　浅口市長　選挙 

4　候補者の氏名　岡 山 太 郎 

5　振込先 

 

備考 

　1　この請求書は、候補者から受領した選挙運動用ポスター作成枚数確認書及び選挙運動用ポス
ター作成証明書とともに選挙の期日後速やかに提出してください。 

　2　候補者が供託物を没収された場合には、浅口市に支払を請求することはできません。 

　3　契約業者等(法人にあっては、その代表者)本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提
示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の
本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、契約業者等(法人にあっては、その
代表者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 

 

　

金 融機 関名
　　　　○○　　　　　銀行 信用金庫  

信用組合　農協
○○　　店　

 
預 金 種 別 ①　普通　　2　当座

 
口 座 番 号 　７６５４３２１

 (フリガナ) 

通 帳 名 義

カブシキガイシャ××インサツダイヒョウトリシマリヤクビゼンゴロウ 

株式会社　××印刷　代表取締役　備前五郎

備
前 



（ポスター作成）
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別紙 

 

 

請求内訳書 

 

備考 

　1　「ポスター掲示場数」の欄には、選挙運動用ポスター作成証明書の「当該選挙区(当該選挙
が行われる区域)におけるポスター掲示場数」欄に記載されたポスター掲示場数を記載してく
ださい。 

　2　D欄には、次により算出した額を記載してください。 

　　  586.88 円×ポスター掲示場数＋92,345 円 

　　　　　  ポスター掲示場数　　 　 

　 　＝単価(1 円未満の端数は切上げ) 

3　E欄には、確認書により確認された作成枚数を記載してください。 

　4　G欄には、A欄と D欄とを比較して少ない方の額を記載してください。 

　5　H欄には、B欄と E欄とを比較して少ない方の枚数を記載してください。

 選挙区(選挙

が行われる

区域)におけ

るポスター

掲示場数

作成金額 基準限度額 請求金額

備考
 

単
価

Ａ

枚
数

Ｂ

金額 

 

A×B＝C

単
価

Ｄ

枚
数

Ｅ

金額 

 

D×E＝F

単
価

Ｇ

枚
数

Ｈ

金額 

 

G×H＝Ⅰ

 

１４６ 

箇所

820.75 

円

　

194 

枚

　159,226 

円

　

1,220 

円

　　

146 

枚

178,120 

円

820.75 

円

　146 

枚

　119,829 

円

　

　作成単価が基準限度額単価

（1,220 円）より低い場合で、

円未満の額があるときは、小

数点第３位以下切捨
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様式第１号(第２条関係) 

選挙運動用ビラ作成契約届出書 

 

 

令和８年　４月　５日　 

 

　浅口市選挙管理委員会 

　　委員長　川上　弘道  様 

令和８年４月１２日執行　浅口市長選挙　　 

                           候補者の氏名　岡 山 太 郎　　　　　　　 

 

 

　次のとおり選挙運動用ビラの作成契約を締結したので届け出ます。 

 

 

記 

備考 
１　契約届出書には、契約書の写しを添付してください。 

　２　候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理
人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類
の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある
場合はこの限りではありません。 

 

契約年月日

契約の相手方の氏名又は
名称及び住所並びに法人
にあってはその代表者の
氏名

契約内容

備考
 

作成契約枚数 作成契約金額

 
令和８年 

３月２２日

浅口市○○町□□番地 

株式会社　××印刷 

代表取締役　備前五郎

16,100 枚 141,680 円 　

 

　 　 　 　 　

 

　 　 　 　 　

岡
山 
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様式第２号(第３条関係) 

選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書 

令和８年　４月１４日　 

 

　浅口市選挙管理委員会 

　　委員長　川上　弘道  様 

令和８年４月１２日執行　浅口市長選挙　　 

候補者の氏名　岡 山 太 郎　　　　　 

 

　次の選挙運動用ビラ作成枚数につき、浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運

動用ビラの作成の公営に関する条例第４条の規定による確認を受けたいので申請します。 

記 

 

１　契約年月日　　　　　　　　　　令和８年　３月２２日 

２　契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

　　　住 所 ( 所 在 地 )　 浅口市○○町□□番地 

　　　氏名(法人の場合は名称)   株式会社　××印刷 

　　　法人の場合は代表者の氏名   代表取締役　備前五郎 

３　確認申請枚数　　　　16,000　　　枚 

備考 

１　この申請書は、ビラ作成業者ごとに別々に候補者から浅口市選挙管理委員会に提出
してください。 

２　この申請書は、ビラ作成枚数について公費負担の対象となるものの確認を受けるた
めのものです。 

３　「前回までの累積枚数」には、他のビラ作成業者によって作成された枚数をも含め
て記載してください。 

４　候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人
が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提
示又は提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合は
この限りではありません。 

 
区分 作成枚数

左のうち確認済又は

確認申請枚数

 前回までの累積枚数 (a) ０枚 ０枚

 今回の枚数 (b) 16,100 枚 16,000 枚

 枚数計 (a)＋(b) 16,100 枚 16,000 枚

 備考 　 　

岡
山 
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様式第３号(第３条関係) 

第　　　1　　号　 

 

 

選挙運動用ビラ作成枚数確認書 

 

 

　浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例第

４条の規定に基づき、次の選挙運動用ビラ作成枚数は、同条に定める枚数の範囲内のもの

であることを確認する。 

 

　令和８年　４月１４日 

 

 

　　　　浅口市選挙管理委員会　 

 

　              委員長　川上　弘道　  印　　　　 

 

 

記 

 

 

１　令和８年４月１２日執行　浅口市長選挙 

２　候補者の氏名　　岡 山 太 郎 

３　確認枚数　　　　16,000　枚 

 

 

 

備考 

１　この確認書は、選挙運動用ビラ作成枚数について確認を受けた候補者からビラ作成
業者に提出してください。 

 
２　この確認書を受領したビラ作成業者は、公費の支払の請求をする場合には、選挙運

動用ビラ作成証明書とともに当該確認書を請求書に添付してください。 
 
３　この確認書に記載された候補者について供託物が没収された場合には、ビラ作成業

者は、浅口市に支払を請求することはできません。 

公 

印 



（ビラ作成）
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様式第４号(第５条関係) 

 

選挙運動用ビラ作成証明書 

 

 

　次のとおり選挙運動用ビラを作成したものであることを証明します。 

　　　令和８年　４月１６日 

 

令和８年４月１２日執行　浅口市長選挙　　 

                              候補者の氏名　岡 山 太 郎    　　　 

 

記 

 

備考 

１　この証明書は、作成の実績に基づいて、ビラ作成業者ごとに別々に作成し、候補者

からビラ作成業者に提出してください。 

２　ビラ作成業者が浅口市に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付してく

ださい。 

３　この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、ビラ作成業者

は、浅口市に支払を請求することはできません。 

４　１人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づく公費

負担の限度額は、次のとおりです。 

　　 

(1)　枚数 

　ア　浅口市議会の議員の選挙　4,000 枚 

　イ　浅口市長の選挙　　　　 16,000 枚 

　　　　  

　　(2)　限度額　８円３８銭(単価)×確認された作成枚数 

 
ビラ作成業者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあってはその代表者の氏名

　浅口市○○町□□番地 

　株式会社　××印刷 

　代表取締役　備前五郎
 作成枚数 16,100 枚　

 作成金額 141,680 円　

 備考 　

岡
山 
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様式第５号(第６条関係) 

 

請 求 書 

(選挙運動用ビラの作成) 

令和８年　４月１６日 

　浅口市長　　　　様 

(請求者) 

氏名又は名称及び住所並びに法人　浅口市○○町□□番地 

にあってはその代表者の氏名　　　株式会社　××印刷 

　　　　　　　代表取締役　備前五郎  　　 

　　　　　　　　　　　連絡先　電話番号　　（　０８６５　）４４　－〇〇〇〇 

 

　浅口市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例第

４条の規定により、次の金額の支払を請求します。 

記 

1　請求金額　　　１３４，０８０　円 

2　内訳 

　 別紙請求内訳書のとおり 

3　令和８年４月１７日執行　浅口市長　選挙 

4　候補者の氏名　岡 山 太 郎 

５　振込先 

備考 

１　この請求書は、候補者から受領した選挙運動用ビラ作成枚数確認書及び選挙運動用
ビラ作成証明書とともに選挙の期日後速やかに提出してください。 

２　候補者が供託物を没収された場合には、浅口市に支払を請求することはできません。 
３　この請求書には、作成したビラの見本１枚(２種類の場合には各１枚)を添付してく

ださい。 
４　契約業者等(法人にあっては、その代表者)本人が提出する場合にあっては本人確認

書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出
及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、契約業者
等(法人にあっては、その代表者)本人の署名その他の措置がある場合はこの限りでは
ありません。 

 

　

金 融機 関名
　　　　○○　　　　　銀行 信用金庫  

信用組合　農協
○○　　店　

 
預 金 種 別 ①　普通　　2　当座

 
口 座 番 号 　７６５４３２１

 (フリガナ) 

通 帳 名 義

カブシキガイシャ××インサツダイヒョウトリシマリヤクビゼンゴロウ 

株式会社　××印刷　代表取締役　備前五郎

備
前 
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別紙 

 

 

請求内訳書 

 

備考 

　１　E欄には、確認書により確認された作成枚数を記載してください。 

　２　G欄には、A欄と D欄とを比較して少ない方の額を記載してください。 

　３　H欄には、B欄と E欄とを比較して少ない方の枚数を記載してください。

 
作成金額 基準限度額 請求金額

備考
 

単
価　

A

枚
数　

B

金額 

 

A×B＝C

単
価　

D

枚
数　

E

金額 

 

D×E＝F

単
価　

G

枚
数　

H

金額 

 

G×H＝I

 

8.80

円

16,100

枚

141,680

円

8.38

円

16,000

枚

134,080

円

8.38

円

16,000

枚

134,080

円

　


